
表１ 住宅ローン減税の概要（新築住宅・買取再販）

入居年 2023(令和5)年 2024(令和6)年

借
入
限
度
額

新
築
住
宅・買
取
再
販

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

その他の住宅 ※2 

控除期間 新築住宅・買取再販 13年(「その他の住宅」は令和６年以降の入居の場合、10年)

控除率 0.7％

所得要件 2,000万円

床面積要件 50㎡(2024年までに建築確認を受けた新築住宅:40㎡　所得要件：1,000万円)
※1　「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
※2　省エネ基準に満たない買取再販住宅は、借入限度額2,000万円、控除期間10年として適用
なお、既存住宅は2024年も現行制度が継続

表 2　住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について
贈与を受けた日 良質な住宅 その他の住宅

2024年1月～2026年12月 1,000万円 500万円



図１　子育てエコホーム支援事業の参考スケジュール（予定）

※新築、リフォームともに、交付申請の前に予約申請を行って予算確保が可能。予約申請は、着工後(遅くとも2024(令和6)年11月30日まで）

※その他にも補助対象の要件等があります。
　詳細は国土交通省のホームページに掲載されている「子育てエコホーム支援事業の説明資料」 (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html) をご確認ください。

表 3　子育てエコホーム支援事業の補助対象（子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築）
対象住宅 補助額

長期優良住宅 100万円/戸

ZEH水準省エネ住宅 80万円/戸

表 4　省エネリフォームなどの補助制度

省
エ
ネ
改
修

工事内容 補助対象 補助額

１）高断熱窓の設置 高性能の断熱窓 上限200万円/戸

２）給湯器

高効率給湯器の設置 高効率給湯器
((a)ヒートポンプ給湯機 (b)ハイブリッド給湯機 (c)家庭用燃料電池) (a)10万円 (b)13万 (c)20万円

既存賃貸集合住宅における
エコジョーズ等取替 エコジョーズ/エコフィール*

*従来型給湯器からの取替に限る
*補助対象は賃貸集合住宅に設置する場合に限る

追焚機能無し：5万円
追焚機能有り：7万円

３）開口部・躯体等の省エネ改修工事 開口部・躯体等の一定の断熱改修、 
エコ住宅設備(節湯水栓、高断熱浴槽等)の設置

上限20万円/戸～60万円/戸
その他のリフォーム工事
(１）～３）のいずれかの工事を行った場合に限る)

住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、 
空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等

住宅の新築 ( 戸建て住宅の場合）
2023(令和5)年
11月2日

2024(令和6)年
3月下旬

2024(令和6)年
12月31日

2025(令和7)年
7月31日

契約
工事

交付申請

完了報告

住宅のリフォーム
2023(令和5)年
11月2日

2024(令和6)年
3月下旬

2024(令和6)年
12月31日

契約

工事

交付申請

２次元コードはこちら

契約時期を問わない

基礎工事より後の工程の工事への着手が2023(令和5)年11月2日以降

事業者登録後かつ
一定の出来高完了後

引渡・入居後かつ2025(令和7)年7月31日まで

契約時期を問わない

リフォーム工事への着手が2023(令和5)年11月2日以降、
交付申請までに完成

事業者登録後かつ
工事完了後(予算上限に達するまで

(遅くとも2024(令和6)年12月31日まで))　 (予算上限に達するまで
(遅くとも2024(令和6)年12月31日まで))　

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html

